
１　職員の任免及び職員数に関する状況
（１）　職員の採用状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

（注）　府等との人事交流等職員は除く。

（２）　職員の退職の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

（注）　府等との人事交流等職員は除く。

（３）　部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

議会

総務

税務

民生

衛生

農林水産

商工

土木

<参考>
人口1,000人当たり職員数

［類似団体の人口1,000人当たりの職員数

教育部門

小　　　計 <参考>
人口1,000人当たり職員数

［類似団体の人口1,000人当たりの職員数

水道

下水道

国保等

小　　　計

合　　　計 <参考>

［ ［ ］ ［ ］ ［ ］ 人口1,000人当たり職員数

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数で、教育長を含みます。

２　［　　　　］内は、条例定数の合計である。

２　職員の給与の状況
　 （１）　人件費の状況（普通会計決算）

（参考）

年度

人139 139 0 12.92
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89 87 △ 2 8.05 人]
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通
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政
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門

2 2

24 23

7 6

26 27

部　門 平成１９年 平成２０年

区　分 職　　　員　　　数 対前年

28.9 29.410,061 3,484,119 44,969 1,005,946

１８年度の人件費率

１９ 人 千円 千円 千円 ％ ％

人件費率

（１９年度末） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

人　件　費区 分 住民基本台帳人口 歳　出　額 実質収支

平成２０年４月１日採用

人

0 人

3 人

一般行政職

技能労務職

計

3

　宇治田原町職員の人事行政の運営などの状況を公表します

一般行政職

技能労務職

計

男　性 女　性 計

人0 0

0 人 0 人0 人

人

人 0 人

0 人

死亡退職定年退職 勧奨退職 普通退職 分限免職

0 人 0

計

人 人 人 人 人 人 人

懲戒免職

00 2 1 0 0 3

主　な　増　減　理　由

増減数

0

△ 1

△ 1

1



（２）　職員給与費の状況（普通会計決算）
一人当たり （参考）類似団体平均

給与費 一人当たり給与費

（注）　１　職員手当には退職手当を含まない。

２　職員数は、平成１９年４月１日現在の人数である。

（３）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２０年４月１日現在）
①一般行政職

②技能労務職

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

※民間データは、賃金構造基本統計調査のおいて公表されている

　データを使用している。（平成１７年～１９年の３ケ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務

　内容、雇用形態等の点において完全に一致するものではない。

－ － － ※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞ

　れ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に

　支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年

　間賞与の額を加えた試算値である。

（注）　１　「平均給料月額」とは、平成２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

である。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外

　勤務手当などのすべての諸手当の額の合計したものであり、地方公務員給与実態調査におい

て明らかにされているものである。

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特

殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計

算したものである。

円

その他 － 円 － 円

用務員 － 円 －

－ 円

学校給食員 － 円 － 円

宇治田原町

清掃職員 － 円

参　　考

区　　分
年収ベース（試算値）の比較

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

Ｃ／Ｄ

296,843 円 289,238 円

円 320,623 円

類似団体 49.6 歳 11 人 278,095 円

404,345 円

国 48.9 歳 4,784 人 284,679 円 320,623

－

京都府 51.3 歳 498 人 361,163 円 425,068 円

－ 歳 － 円345,672 円 345,672 円

円

その他 49.8 歳 2 人 313,550 円

358,949 円 歳用務員 50.0 歳 2 人 328,800 円 358,949 円

歳 円324,340 円 324,340 円

円

学校給食員 40.9 歳 6 人 294,067 円

374,294 円 歳346,700 円 377,060 円

Ａ／Ｂ

宇治田原町 45.2 歳 14 人 316,135 円 347,394 円

参　考

区　　分
平均年齢 職員数 平均給料月額

平均給与月額

（Ａ）
平均給与月額

（国ベース）
対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）

円

円

清掃職員 47.2 歳 4 人

346,604

387,506 円

364,821 円 350,213 円

公　　務　　員 民　　　間

類似団体 43.0 歳 321,906

円

京都府 44.5 歳 362,268 円 459,268 円 420,079 円

円 357,814 円 336,680宇治田原町 38.7 歳 300,488

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額

千円

118 401,651 72,464 170,730 644,845 5,465 5,868

Ｂ Ｂ／Ａ

１９ 年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

区　分 職員数 給　　　　与　　　　費

国 41.1 歳 325,113 円 －

Ａ

平均給与月額

（国ベース）

－

－

－

－

－

－

－

－



（４）　職員の初任給の状況（平成２０年４月１日現在）

（５）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２０年４月１日現在）

（６）　ラスパイレス指数の状況（各年度４月１日現在）

（注）　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数

です。

（７）　一般行政職の級別職員数の状況（平成２０年４月１日現在）

（注）　１　宇治田原町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２　標準的な勤務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（８）　職員手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（１９年度） １人当たり平均支給額（１９年度）

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合） （１９年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　５～１５％ ・役職加算　　５～２０％ ・役職加算　　５～２０％

・管理職加算　　１０％、２０％ ・管理職加算　　１０～２５％

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

1.60 月分 0.75 月分1.60 月分 0.75 月分1.60 月分 0.75 月分

3.00 月分 1.45 月分3.00 月分 1.45 月分 3.00 月分 1.45 月分

1,538 千円 1,955 千円

円

宇　治　田　原　町 京　都　府 国

14.9 ％ 100％ ％

236,500 円 22年　2月 311,300高校卒 － － 15年　4月

技能労務職 大学卒 12年　2月 260,100

区　　　　分

高校卒 － －

円

平均給料月額

経験年数１０年

一般行政職 大学卒 12年　5月 267,053

高校卒 144,500 円 144,500 円 140,100 円

国

一般行政職 大学卒 172,200 円 円円 172,200

区　　　　分 宇治田原町 京都府

1

1.1

40

46％

人 12

13.8

13

6.9％

人

17.3

6 人

％

６級 計

課長

室長

人87

主任

主査
係長

人

参事

所長

人 15職員数

構成比

標準的な

職務内容

４級 ５級

主事（補）

技師（補）

主事

技師

人

％

区　分 １級 ２級 ３級

経験年数２０年

22年　5月 374,200 円

278,200

178,800

98.6

平成１７年度 平成２０年度

円 22年　2月

円

円 － － －

平均経験年数

98.2 98.1 97.5

平成１８年度年　度

一般行政職

技能労務職 大学卒 172,200 円 - 円 － 円

高校卒 144,500 円 142,300

－

平均給料月額

17年　4月 346,800 円

平均経験年数 平均給料月額

16年　5月 321,214

平均経験年数

円 － 円

経験年数１５年

平成１９年度



イ　退職手当（平成２０年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 勤続２０年

勤続２５年 勤続２５年

勤続３５年 勤続３５年

最高限度額 最高限度額

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～20％加算）

１人当たり平均支給額 １人当たり平均支給額

平均勤続年数 平均勤続年数

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１７～１９年度に退職した職員に支給された平均額

　 である。支給率及び取扱いについては、本町を含む京都府下の市町村等で組織する京都府市町

村職員退職手当組合の条例で定められ、加入市町村等は、いずれも同じ基準を用いている。

ウ　地域手当（平成２０年４月１日現在）

（給料＋扶養手当）×3％ （給料＋管理職手当＋扶養手当）×支給率

最高支給率　18％

（２２年度の制度完成時）

（注）　平成２０年度の支給率を３％としているが、制度完成時（平成２２年度）の支給率については、無支給と

　　 する。なお、経過措置として、平成２１年度の支給率を２％とする。

エ　特殊勤務手当（平成２０年４月１日現在）
支給実績（１８年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

手当の種類（手当数）

（注）　特殊勤務手当については、１８年度より廃止しました。

オ　時間外勤務手当
支給実績（１８年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

支給実績（１８年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

公表なし
19年 2月 34年 8月

支　給　実　績　（１９年度決算） 16,697

8,027 千円 27,781 千円

59.28 月分 59.28 月分59.28 月分 59.28 月分

月分

47.50 月分 59.28 月分 47.50 月分 59.28 月分

月分 33.50 月分 41.34

23.50 月分 30.55 月分

国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

宇　治　田　原　町

23.50 月分 30.55

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算） 149,080 円

109 人

支給対象地域

％

支給率 国の制度（支給率）

宇治田原町

宇治田原町 0 ％ 0

0 千円

0 円

0 ％

0 種類

手当の名称 主な支給対象職員

月分

33.50 月分 41.34

17,143 千円

180 千円

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

20,244 千円

153 千円



カ　その他の手当（平成２０年４月１日現在）

交通機関を利用する職員

・運賃相当額55,000円までの者　全額支給

・運賃相当額55,000円以上の者　

　（運賃相当額-55,000円）÷2＋55,000円

上記以外の職員

・通勤距離片道2km未満

・通勤距離片道2km以上5km未満

・通勤距離片道5km以上10km未満

・通勤距離片道10km以上15km未満

・通勤距離片道15km以上20km未満

・通勤距離片道20km以上25km未満

・通勤距離片道25km以上30km未満

・通勤距離片道30km以上35km未満

・通勤距離片道35km以上40km未満

・通勤距離片道40km以上45km未満

・通勤距離片道45km以上50km未満

・通勤距離片道50km以上55km未満

・通勤距離片道55km以上60km未満

・通勤距離片道60km以上

理事

課長、室長、教育次長、事務局長

課長補佐、所長、参事

手　　当　　名 内容及び支給単価

扶　養　手　当

扶養親族である配偶者 13,000 円

11,000 円

１６歳から２２歳までの子（加算）

6,500

支給職員１人当たり
平均支給年額

（１９年度決算）

支給実績
（１９年度決算）

円

配偶者以外の扶養親族

・配偶者がいない場合は、そ
のうち１人につき

同

円

千円

住　居　手　当

2,300 円

新築・購入５年間 3,800 円

借家の場合は、家賃額に応
じて最高

46,232

異 （国）
新築・購入５年間
2,500円

5,000 円

261,29413,326

61,8148,900円

11,300円

円

27,000 円

同 千円 円

21,800円

22,700円

24,500円

管理職手当

36,000円

異

通　勤　手　当

2,000円

18,500円

20,900円

13,700円

23,600円

16,100円

6,500円

円8,478 446,21032,000円

24,000円

4,100円

5,178 千円

同

国の制
度との
同異

国の制度と
異なる内容

千円

5,316



（９）　特別職の報酬等の状況（平成２０年４月１日現在）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（１９年度支給割合）

（１９年度支給割合）

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×530/100×在職年数 任期毎

給料月額×315/100×在職年数 任期毎

給料月額×270/100×在職年数 任期毎

（注） １　給料及び報酬の（　　　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　 ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期

　 （４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）　職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成１９年１月１日～平成１９年１２月３１日）

（３）　育児休業の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

退
職
手
当

町 長 13,928 千円

副 町 長 7,182 千円

教 育 長 5,745 千円

議 長

副 議 長
3.35 月分

常任委員長

円

200,000 円

期
末
手
当

町 長

副 町 長 3.35

議 員

月分

教 育 長

320,000 円 ／ 155,000

円

230,000 円
常任委員長 205,000 円 円 ／ － 円

円

305,000 円

副 議 長 230,000 円 340,000 円 ／ 176,000

408,000 円 ／ 230,000

報
酬

議 長 305,000 円

議 員 200,000 円

－ 円

560,000 円

円 － 円 ／

円 ／ 467,200 円

部分休業

取得者数

育児休業

取得率

％

0 ％

0

0 人

0 人

0 人

0 人

0 ％

人

6 人

0 人

6 人

人

17.8 ％

人0 0 人 0 人

前年度からの継続職員 平成１９年度中に取得可能となった職員

取得率

日3,457 614 日 97 人 6.3 日

対象職員数

0 人

育児休業

取得者数 取得者数

育児休業

対象者数

育児休業

取得者数

女性

計

総取得日数

2 人 0

部分休業

2 人 0

区　分

男性

平均取得日数総付与日数

週休日の振替制度

４０時間 ８：３０ １７：３０ １２：００～１３：００ 有

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

区　　　　分 給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

町 長

－

205,000 円

896,000

689,000

600,000 円

教 育 長 532,000

給
料

657,000 円

730,000 円

副 町 長 570,000 円

（参考）類似団体における最高／最低額

円 ／ 480,000 円



（４）　介護休暇の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

（５）　病気休暇

医師等の診断書により必要と認める期間

（６）　特別休暇

14 　風水震、火災その他非常災害による交通遮断 その都度必要と認める時間

15 　その他交通機関の事故等の不可抗力による場合 その都度必要と認める時間

12 　夏季休暇
１の年の７月から９月までの期間内における、週休日、
休日及び代休日を除いて原則として連続する３日の範
囲内の期間

13
　風水震、火災その他の天災地変による職員の現
住居の滅失又は損壊

１週間を超えない範囲内において、その都度必要と認
める時間

10 　忌引 別に定める期間内において必要と認める期間

11 　父母の祭日 １日

8 　職員の妻の出産 ２日以内

9

　小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の
子を含む。）を養育する職員が、その子の看護（負
傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
をいう。）のため勤務しないことが相当であると認め
られる場合

１の年において５日の範囲内の期間

6 　職員の分娩
医師又は助産師の証明に基づく分娩の予定日前８週
間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）目に当たる
日から、分娩の日後８週間目に当たる日までの期間

7 　育児休暇
生後満１年に達しない子を育てる職員に対して１日２
回、１回につき３０分間

5
　妊産婦である職員が医師等の保健指導又は健
康診査を受ける場合

妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週から満３
５週までは２週間に１回、妊娠満３６週から出産までは１
週間に１回、産後１年まではその間に１回（医師等の特
別の指示があった場合には、いずれの期間についても
その指示された回数）について、それぞれ、１日の正規
の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

１０日以内

3

　職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者
としてその登録を実施する者に対して登録の申出
を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及
び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合

当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため
勤務しないことがやむを得ないと認められる期間

4 　職員が結婚する場合

1

2
　職務に関して証人、鑑定人、参考人として、国
会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署
への出頭

その都度必要と認める時間

　選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める時間

3 　妊娠傷害休暇

休　暇　を　受　け　る　場　合 期　　　　　　　　　　　　　　　間

期　　　　　　　　　　　　　　　間

1
　負傷又は疾病（予防注射又は予防接種による著
しい発熱等の場合を含む。）

９０日を超えない範囲内において医師の証明等に基づ
いて最小限度必要と認める日又は時間

2
　生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理
日において勤務することが著しく困難である女子職
員の生理日

９０日を超えない範囲内において医師の証明等に基づ
いて最小限度必要と認める日又は時間

介護休暇取得者数

人

人

人

0

0

0

休　暇　を　受　け　る　場　合

男性

女性

計

区分



４　職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）　分限処分の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

（２）　懲戒処分の状況（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）

５　職員の服務の状況
（１）　職員の営利企業等従事許可の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の役員、顧問、評議員

及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

19

　職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで被災者
又は障害者、高齢者に対するボランティア活動に
参加する場合

１の年において５日の範囲内の期間

　職員の妻が出産する場合であってその出産予定
日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週
間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する
までの期間にある場合において、当該出産に係る
子又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の
子を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育
のため勤務しないことが相当であると認められる場
合

１の年において５日の範囲内の期間

20 　前各号のほかにあらかじめ町長が定める事項 当該事項について町長が承認した期間

16
　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律(平成10年法律第114号)による交通
遮断又は隔離

その都度必要と認める時間

17 　学校、授業参観休暇
職員の子の保育園、幼稚園、小学校、中学校に限り、
保育又は授業を参観する場合にその都度必要と認め
る時間

18

件　数

件

件

件

件

0

0

1

00 件

自ら営利を目的とする場合

報酬を得て事業又は事務に従事する場合（統計調査等）

件 0 件 0 0 件 0計 0 件

区　　　　　分

0 件

0 件

件

件

件

0

件 0 件 0全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 件 0

0 件 0 件

件 0 件

職務上の業務に違反し、又は職務を怠った場合 0 件 0 件 0 件

件 0 件 0法令に違反した場合 0 件 0

0

0

1

区　　　　　分 戒告 減給 停職 免職 訓告等 計

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0件

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0件

件

件

件

0

0

0

0

0

0

0

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

件

条例で定めた事由による場合

地公法第１６条の欠格条項に該当するに至った場合

計

件

件

件

件

件

件

件

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数改廃、予算減少により廃職等生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合

失職 計区　　　　　分

勤務実績が良くない場合 件 件0 0

降任 免職 休職 降給



（２）　職員に専念する職務の免除の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

研修を受ける場合

厚生に関する計画の実施に参加する場合

その他（職員団体の業務に従事する場合）

６　職員の研修の状況
（１）　職員研修の実施状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

７　職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）　健康診断の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

定期健康診断

人間ドック

対象者

121

11

94.2

100.0

件　数

11

1

％

％

人

人 人

健康診断の種類

人

人

受診率受診者

114

日

税務／納税研修 京都府市町村振興協会 2

エクセル研修 京都府市町村振興協会 1

1 人財政（初任者）研修 京都府市町村振興協会 1 日

日

1

2

人

人

税務／固定資産税研修 京都府市町村振興協会 3 日

1 人

1 人税務／住民税研修 京都府市町村振興協会 1 日

税務（初任者）研修 京都府市町村振興協会 3 日

参加者数

件

件

件

0

0

0

研　修　名 実施機関

区　　　　　分

日数

日

京都府市町村振興協会

クレーム対応力向上研修 宇治田原町 1

京都府市町村振興協会

京都府市町村振興協会

京都府市町村振興協会

京都府市町村振興協会

課長研修 京都府市町村振興協会 2 日

30 人

1 人

メンタルヘルス研修 京都府市町村振興協会 2

ＣＳ向上研修 京都府市町村振興協会 2

手話研修 京都府市町村振興協会 5 日 1 人

0

2 人

人

2 人

日

日

京都府市町村振興協会

京都府市町村振興協会

日

日

パートナーシップ・協働研修

意識改革・行動変容研修

京都府市町村振興協会

京都府市町村振興協会

法制執務（基礎）研修

法制執務（応用）研修

政策形成研修

行政経営研修

人事評価研修

問題解決研修

コーチング研修

2

2

1

2

2

京都府市町村振興協会

ＯＪＴ指導者養成研修 1 人

2 日 1 人

0 人

3 日 3 人

日 0 人

2 日 1 人

日 1 人

2 日 2 人

日 1 人

2 日 1 人

1 人

2 日 2 人

研修事務担当者研修 京都府市町村振興協会 1 日 1 人

５年目職員研修 京都府市町村振興協会

1 人危機管理研修 京都府市町村振興協会 2 日

交渉・折衝研修 京都府市町村振興協会 2 日

キャリアデザイン研修 京都府市町村振興協会 2 日



（２）　福利厚生の状況
京都府市町村職員厚生会の主な給付事業等（平成２０年４月１日現在）

生涯福祉支援給付

健康回復助成金

人間ドック利用助成金

在宅療養見舞金

入院療養見舞金

要介護者等支援助成金

子育支援金

災害見舞金

死亡弔慰金

遺児奨学支援金

傷害見舞金給付

（３）　公務災害等の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

８　公平委員会の状況
（１）　公平委員会の業務の状況（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）

勤務条件に関する措置の要求の状況

不利益処分に関する不服申立ての状況

件 件2 0

公務災害認定件数 通勤災害認定件数

新規件数 継続中の件数

件

会員や家族が、病気やケガをして、保険診
療を受け、自己負担金が発生したとき

会員が、人間ドックを利用したとき

会員が、病気やケガのため継続して３０日
（入院１５日）以上勤務につくことができな
かったとき

会員とその扶養者が、病気やケガのため継
続して６日（被扶養者１０日）以上入院治療し
たとき
会員とその家族の内で病気により看護・介
護を受ける必要が生じたとき

会員とその配偶者が出産したとき

小・中学校在学中の子１人につき
２００，０００円　他

件

件

件

0

0

0

0

要介護３以上年度１回
１０，０００円　他
出産時３０，０００円
１歳～３歳１０，０００円

会員が、災害により住宅または家財に損害
を被ったとき
会員、会員の配偶者、子、父母、同居する２
親等以内の親族が死亡されたとき

住宅又は家財の全部焼失
３００，０００円　他
会員の死亡５００，０００円
配偶者の死亡３００，０００円　他

内　　　　容 給　付　額　等区　　分

傷害通院　会員１日１，５００円
傷害入院　会員１日２，０００円　他

厚生会主催の行事等で、事故にあったとき

会員１，７００円上限
被扶養者１，２００円上限
外来ドック（日帰り）３，０００円
短期ドック（１泊２日）５，０００円

会員が死亡されて義務教育を修了しない子
があるとき

３０日以上３０，０００円
１５日～２９日２０，０００円　他

会員６日間７，０００円
被扶養者１０日間６，０００円　他




